
  

 

 

 

名古屋高速道路公社との災害時における円滑な相互連携に関する協定の締結について 

～当社供給区域※１以外の高速道路事業者と初となる相互連携～ 

 

２０２４年３月２８日 

関西電力送配電株式会社 

 

当社は、本日、名古屋高速道路公社（以下、「名古屋高速」という。）と災

害発生時に円滑な連携を図ることを目的とした協定を締結しました。 

 

主
な
連
携
内
容 

【災害時】 

≪名古屋高速が当社に協力する事項≫ 

・名古屋高速が管理する道路※２における通行止め区間および被害・

復旧状況に関する情報提供 

・名古屋高速が管理する道路における通行止め区間内の使用および

当社の緊急通行車両の通行 

・名古屋高速が把握しているライフライン及び交通等の被害・復旧

状況に関する情報提供 

 

≪当社が名古屋高速に協力する事項≫ 

・当社が発見した名古屋高速が管理する道路の被害状況の情報提供 

・当社が把握しているライフライン及び交通等の被害・復旧状況に

関する情報提供 

 

【平時】 

・関係構築と災害対応力強化を目的とした連絡会議、連携訓練およ

び研修等の実施 

 

 両社は、本協定に基づく相互連携により、災害発生時における電力復旧と高速

道路の機能回復を迅速に行うことで、被災地の早期復旧・復興に貢献してまいり

ます。 

 

※１：大阪府、京都府、兵庫県［一部除く］、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県の一部、 

岐阜県の一部、福井県の一部 

※２：愛知県道高速名古屋朝日線、愛知県道高速名古屋新宝線、名古屋市道高速１号、 

名古屋市道高速１号四谷高針線、名古屋市道高速２号、名古屋市道高速分岐２号、 

名古屋市道高速分岐３号、愛知県道高速名古屋小牧線、愛知県道高速清須一宮線 

 

以 上 


